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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前胴回り域と、股下域と、後胴回り域と、
　尿により変色するインジケータを含むインジケータ図柄を含み、
　前記インジケータ図柄は、高秤量部と、低秤量部と、を含み、
　前記前胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄の前記高秤量部は、前側の縁に設け
られており、
　前記後胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄の前記高秤量部は、前記股下域側の
縁に設けられている、吸収性物品。
【請求項２】
　前胴回り域と、股下域と、後胴回り域と、
　尿により変色するインジケータを含むインジケータ図柄を含み、
　前記インジケータ図柄は、高秤量部と、低秤量部と、を含み、
　前記前胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄の前記高秤量部は、前記股下域側の
縁に設けられており、
　前記後胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄の前記高秤量部は、後側の縁に設け
られている、吸収性物品。
【請求項３】
　前記高秤量部は、前後方向における前記インジケータ図柄の前記縁のみに設けられてい
る、請求項１又は請求項２に記載の吸収性物品。
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【請求項４】
　前記インジケータ図柄は、複数設けられており、
　前記インジケータ図柄の前記高秤量部は、ぞれぞれの前記インジケータ図柄の同じ側の
縁に設けられている、請求項１から３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記インジケータ図柄は、前記インジケータを含む領域に囲まれた領域であって前記イ
ンジケータを含まない領域を含んでおり、
　前記高秤量部は、前後方向における前記インジケータを含まない領域の縁に設けられて
いる、請求項１から４のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記高秤量部の前後方向における長さは一定である、請求項１から５のいずれか１項に
記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記インジケータ図柄は、複数並んでおり、
　互いに隣接する前記インジケータ図柄の種別又は向きが互いに異なっている、請求項１
から６のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記インジケータ図柄は、前記吸収性物品を構成するシートを接着する接着剤の機能を
有する、請求項１から７のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　裏面シートと、
　前記裏面シートよりも肌面側に位置し、液体を吸収する吸収コアと、
　前記吸収コアを包むコアラップと、を含み、
　前記インジケータ図柄は、前記裏面シートと前記コアラップとを接合している、請求項
８に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記コアラップは、少なくとも２重に重なった重複部分で接合されており、
　前記インジケータ図柄は、前記コアラップの、前記重複部分とは異なる部分に接合され
ている、請求項９に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　液体を吸収する吸収コアと、
　前記吸収コアよりも非肌面側の裏面シートと、
　前記裏面シートよりも非肌面側の外装シートと、を含み、
　前記インジケータ図柄は、前記裏面シートに形成されており、
　前記外装シートは、少なくとも前記インジケータ図柄と厚み方向に重なる領域において
孔を有する、請求項１から１０のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿によって変色するインジケータを含む吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばおむつのような吸収性物品は、尿によって変色するインジケータを備える（特許
文献１）。特許文献１に記載された吸収性物品は、外側カバーに設けられたキャラクタ図
柄と、離散的に配置された複数のインジケータ図柄と、を有する。特許文献１では、キャ
ラクタ図柄とインジケータ図柄とは、互いに関連性のある図柄によって形成されている。
これにより、デザイン性の高い吸収性物品が提供され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特許４７２１５９８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　吸収性物品に設けられているインジケータは、尿に反応して変色する。このようなイン
ジケータは、尿によって変色している部分と、変色していない部分との境界が曖昧になり
やすい。すなわち、インジケータの色は、尿を多く含む場所から尿を含まない場所に向か
って比較的広い領域にわたって連続的に変化する。したがって、乳幼児のようなユーザや
親のような補助者は、インジケータの色によって、多くの尿を含む領域と、多少の尿を含
む領域と、尿を含まない領域とを見分けることが難いことがある。
【０００５】
　したがって、多くの尿を含む領域と、多少の尿を含む領域と、尿を含まない領域とを見
分けやすいインジケータを含む吸収性物品が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様に係る吸収性物品は、尿により変色するインジケータを含むインジケータ図柄を
含み、前記インジケータ図柄は、高秤量部と、低秤量部と、を含み、前記高秤量部は、第
１方向における前記インジケータ図柄の縁に設けられている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態に係る吸収性物品の平面図である。
【図２】図１の２Ａ－２Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（１）発明の概要
　一態様に係る吸収性物品は、尿により変色するインジケータを含むインジケータ図柄を
含み、前記インジケータ図柄は、高秤量部と、低秤量部と、を含み、前記高秤量部は、第
１方向における前記インジケータ図柄の縁に設けられている。
【０００９】
　インジケータ図柄は、尿に反応して変色する。インジケータ図柄を構成するインジケー
タ材料の秤量が高い高秤量部は、尿の濃度に応じて異なる色に変化する。例えば、尿の濃
度が高い場合、高秤量部は、低秤量部の色と同様の色に変化する。また、尿の濃度量が小
さい場合、高秤量部は、低秤量部の色と異なる色に変化する。これは、尿の濃度が小さい
場合には、高秤量部の一部が尿と反応しないからである。
【００１０】
　したがって、尿の濃度が高い場合、高秤量部と低秤量部はほぼ同じ色に変化するため、
インジケータ図柄は、元の色とは異なる実質的に単色の図柄に変化する。また、尿の濃度
量が小さい場合、高秤量部と低秤量部とが互いに異なる色に変化するため、インジケータ
図柄は、互いに異なる色を含む図柄に変化する。言い換えると、インジケータ図柄は、尿
の濃度が小さい場合、陰影を有するように変化し得る。これにより、尿の濃度が小さい領
域のインジケータ図柄は、尿の濃度量が高い領域のインジケータ図柄とは一見して異なる
図柄と認識されやすくなる。ここで、尿の濃度は、通常、尿が最初に付着した箇所で最も
高く、尿の拡散にともない低くなる。すなわち、尿の濃度が高い箇所ほど尿量が多く、尿
の濃度が低い箇所ほど尿量が少なくなり易い。したがって、上記態様のインジケータ図柄
では、尿の濃度の違いによって多くの尿を含む領域と、多少の尿を含む領域と、尿を含ま
ない領域とを見分けやすくなる。
【００１１】
　また、尿を含まない状態であっても、インジケータ図柄の高秤量部と低秤量部とで陰影
が付けられているように見えるため、インジケータ図柄のデザイン性を向上させることも
できる。
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【００１２】
　好ましい一態様によれば、前記高秤量部は、前記第１方向における前記インジケータ図
柄の前記縁のみに設けられている。
【００１３】
　これにより、インジケータ図柄に陰影が生じ得る箇所が一方向の縁に特定される。した
がって、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄のどこの位置に陰影が生じ得るのかを把
握しやすいため、ユーザ及び補助者は、変色した図柄を見ることによって多少の尿を含む
領域であるかどうかを判断しやすくなる。
【００１４】
　また、高秤量部がインジケータ図柄の縁に存在するため、高秤量部が影のように視認さ
れ、立体感のある図柄のように認識させることができる。したがって、インジケータ図柄
のデザイン性を向上させることもできる。
【００１５】
　好ましい一態様によれば、前記吸収性物品は、前胴回り域と、股下域と、後胴回り域と
、を有し、前記第１方向は、前記前胴回り域と前記後胴回り域とを結ぶ前後方向であり、
前記高秤量部は、前記インジケータ図柄の後側の縁に設けられている。
【００１６】
　乳幼児のように仰向けで寝ていることが多いユーザでは、股下域に付着した尿は、股下
域から背側へ流やすい。よって、尿が背側に拡散していることに気が付かないと、背側か
ら尿が漏れしまうことがある。高秤量部がインジケータ図柄の後側の縁に設けられている
と、股下域から背側方向への尿量の変化に伴って、インジケータ図柄の変色の境界が生じ
やすくなる。すなわち、尿が拡散しやすい後胴回り域では、尿量を見分けるために利用で
きる高秤量部がより背側に設けられているため、ユーザ又は補助者は、より背側に近い位
置で尿量の判断を正確に確認することができる。
【００１７】
　好ましい一態様によれば、前記前胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄の前記高
秤量部は、前記股下域側の縁と、前記股下域とは反対側の縁とのいずれか一方に設けられ
ており、前記後胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄の前記高秤量部は、前記股下
域側の縁と、前記股下域とは反対側の縁との他方に設けられている。
【００１８】
　仰向けで寝ている場合には、股下域に付着した尿は、股下域から背側へ流やすい。した
がって、排尿量が多い場合でも、尿は腹側には拡散しにくい。すなわち、尿が拡散しにく
い前胴回り域では、尿量を見分けるために利用できる高秤量部がより股下側に設けられて
いるため、ユーザ又は補助者は、より尿量の判断が必要になる股下側で尿量をより正確に
確認することができる。
【００１９】
　一方、うつ伏せで寝ている場合には、股下域に付着した尿は、股下域から腹側へ流やす
い。したがって、排尿量が多い場合でも、尿は背側には拡散しにくい。すなわち、尿が拡
散しにくい後胴回り域では、尿量を見分けるために利用できる高秤量部がより股下側に設
けられているため、ユーザ又は補助者は、より尿量の判断が必要になる股下側で尿量をよ
り正確に確認することができる。
【００２０】
　好ましい一態様によれば、前記前胴回り域に設けられた前記インジケータ図柄では、前
記高秤量部は、前記股下域側の縁に設けられており、前記後胴回り域に設けられた前記イ
ンジケータ図柄では、前記高秤量部は、前記股下域とは反対側の縁に設けられている。
【００２１】
　乳幼児のように仰向けで寝ていることが多いユーザでは、股下域に付着した尿は、股下
域から背側へ流やすい。したがって、排尿量が多い場合でも、尿は腹側には拡散しにくい
。すなわち、尿が拡散しにくい前胴回り域では、尿量を見分けるために利用できる高秤量
部がより股下側に設けられているため、ユーザ又は補助者は、より尿量の判断が必要にな
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る股下側で尿量をより正確に確認することができる。
【００２２】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、複数設けられており、前記インジ
ケータ図柄の前記高秤量部は、ぞれぞれの前記インジケータ図柄の同じ側の縁に設けられ
ている。
【００２３】
　これにより、複数のインジケータ図柄に陰影が生じ得る箇所が同じになるため、ユーザ
及び補助者は、インジケータ図柄のどこの位置に陰影が生じ得るのかをより把握しやすく
なる。そのため、ユーザ及び補助者は、変色した図柄を見ることによって多少の尿を含む
領域であるかどうかをより判断しやすくなる。
【００２４】
　また、複数のインジケータ図柄が統一的な雰囲気を有する図柄となるため、吸収性物品
全体としてのデザイン性が向上する。
【００２５】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、前記インジケータを含む領域に囲
まれた領域であって前記インジケータを含まない領域を含んでおり、前記高秤量部は、前
記第１方向における前記インジケータを含まない領域の縁に設けられている。
【００２６】
　第１方向におけるインジケータを含まない領域の縁に高秤量部が存在することになるた
め、高秤量部が図柄の陰影のように視認され、より立体感のある図柄のように認識させる
ことができる。したがって、インジケータ図柄のデザイン性をより向上させることができ
る。
【００２７】
　好ましい一態様によれば、前記高秤量部の前記第１方向における長さは一定である。
【００２８】
　これにより、高秤量部がより影のように視認され、より立体感のある図柄のように認識
させることができる。したがって、インジケータ図柄のデザイン性をより向上させること
ができる。
【００２９】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、複数並んでおり、互いに隣接する
前記インジケータ図柄の種別又は向きが互いに異なっている。
【００３０】
　互いに隣接するインジケータ図柄の種別又は向きが異なっているため、ユーザ及び補助
者は、インジケータ図柄のどの箇所まで尿が達しているか判別し易くなる。
【００３１】
　また、親のような補助者は、どの種別又は向きのインジケータ図柄まで尿が達している
かという情報を乳幼児のようなユーザに伝えることにより、母子間のコミュニケーション
の１つのきっかけにもなり得る。
【００３２】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、前記吸収性物品を構成するシート
を接着する接着剤の機能を有する。
【００３３】
　これにより、インジケータ図柄は、尿を検出するインジケータとしての機能と、シート
同士を貼り合わせる接着剤としての機能を兼ねることができる。
【００３４】
　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、裏面シートと、前記裏面シートよりも肌面側
に位置し、液体を吸収する吸収コアと、前記吸収コアを包むコアラップと、を含み、前記
インジケータ図柄は、前記裏面シートと前記コアラップとを接合している。
【００３５】
　インジケータ図柄は、裏面シートとコアラップとを接合する位置に設けられている。し
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たがって、吸収コアに吸収された尿は、コアラップを介してインジケータ図柄に接しやす
い。そのため、一端吸収コアに液体が吸収されると、インジケータ図柄が反応しやすい。
【００３６】
　好ましい一態様によれば、前記コアラップは、少なくとも２重に重なった重複部分で接
合されており、前記インジケータ図柄は、前記コアラップの、前記重複部分とは異なる部
分に接合されている。
【００３７】
　コアラップが２重に重なった重複部分は、例えば接着剤で接合されているため、重複部
分とは異なる部分と比較すると、比較的尿を通しにくい。本態様では、インジケータ図柄
は、重複部分とは異なる部分、すなわち尿を通しやすい領域に設けられている。これによ
り、一端吸収コアに液体が吸収されると、インジケータ図柄がより反応しやすくなる。
【００３８】
　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、液体を吸収する吸収コアと、前記吸収コアよ
りも非肌面側の裏面シートと、前記裏面シートよりも非肌面側の外装シートと、を含み、
前記インジケータ図柄は、前記裏面シートに形成されており、前記外装シートは、少なく
とも前記インジケータ図柄と厚み方向に重なる領域において孔を有する。
【００３９】
　ユーザ及び補助者は、非肌面側から外装シートを介して裏面シートに設けられたインジ
ケータ図柄を視認する。ここで、外装シートは、少なくともインジケータ図柄と厚み方向
に重なる領域において孔を有するため、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄をより視
認し易くなる。
【００４０】
　（２）実施形態
　次に、図面を参照して、一実施形態に係る吸収性物品について説明する。本実施形態に
おいて、吸収性物品は、テープタイプの使い捨ておむつである。この代わりに、吸収性物
品は、パンツタイプの使い捨ておむつであってもよい。なお、使い捨ておむつは、乳幼児
用のおむつであってもよく、大人用のおむつであってもよい。
【００４１】
　以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付してい
る。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに
留意すべきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきで
ある。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００４２】
　図１は、一実施形態に係る吸収性物品の平面図である。より具体的には、図１は、皺が
実質的になくなるまで引っ張られた吸収性物品を非肌面側から見た状態を示している。図
２は、図１の２Ａ－２Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。ここで、非肌面又は非肌
面側は、吸収性物品の着用状態において、着用者の肌とは反対側に向く面又は側を意味す
る。一方、肌面又は肌面側は、吸収性物品の着用状態において、着用者の肌の方に向く面
又は側を意味する。
【００４３】
　吸収性物品１０は、前後方向Ｌと、幅方向Ｗと、厚み方向と、を有する。前後方向Ｌは
、着用状態において、吸収性物品１０の腹側と背側とを結ぶ方向である。幅方向Ｗは、吸
収性物品１０の平面視で前後方向Ｌに直交する方向である。厚み方向は、前後方向Ｌと幅
方向Ｗの両方に直交する方向である。
【００４４】
　吸収性物品１０は、前胴回り域Ｓ１と、股下域Ｓ２と、後胴回り域Ｓ３と、を有する。
前胴回り域Ｓ１は、吸収性物品の使用時に、着用者の前胴回りに面する領域である。後胴
回り域Ｓ３は、吸収性物品の使用時に、着用者の後胴回りに面する領域である。股下域Ｓ
２は、吸収性物品の使用時に、着用者の股下に位置する領域であり、前胴回り域Ｓ１と後
胴回り域Ｓ３との間に位置する。
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【００４５】
　吸収性物品１０は、表面シート５０と、裏面シート６２と、吸収体４０と、を有してい
てよい。表面シート５０は、吸収体４０よりも肌面側に位置する。表面シート５０は、吸
収体４０の肌面側を覆っている。表面シート５０は、透液性のシートによって構成されて
いてよい。
【００４６】
　吸収性物品１０は、幅方向Ｗにおける吸収性物品１０の中心を挟んで両側にサイドシー
ト５２を有していてもよい。サイドシート５２は、表面シート５０よりも肌面側に位置し
ていてよい。本実施形態において、サイドシート５２は、吸収性物品１０の幅方向Ｗにお
ける外側付近から、吸収体４０の幅方向Ｗにおける外側付近にわたって設けられている。
より具体的には、サイドシート５２の一部は、厚み方向において、吸収体４０の幅方向Ｗ
の外側部と重なっていてよい。
【００４７】
　サイドシート５２の幅方向Ｗの内側近傍に、前後方向に伸縮可能な弾性部材３０が設け
られていてもよい。より具体的には、弾性部材３０は、伸張された状態でサイドシート５
２に接合されている。これにより、サイドシート５２は、自然状態において、前後方向Ｌ
に収縮される。前後方向Ｌにおけるサイドシート５２の収縮によって、サイドシート５２
の幅方向の内側の部分が肌側に向かって起立するカフ（ギャザー）が形成されている。
【００４８】
　裏面シート６２は、吸収体４０よりも非肌面側に位置する。裏面シート６２は、非透液
性のシートによって構成されていてよい。裏面シート６２は、吸収体４０から非肌側への
液体の漏れを抑止する。
【００４９】
　吸収性物品１０は、裏面シート６２よりも非肌側に、外装シート６０を有していてもよ
い。外装シート６０は、通気性の向上のため、孔（開口）６１を有するシートによって構
成されていてもよい。孔６１は、外装シート６０に複数形成されていてよい。
【００５０】
　吸収体４０は、吸収コア４０ａと、コアラップ４０ｂと、を有していてよい。吸収コア
４０ａは、例えば尿のような液体を吸収可能な材料によって構成されている。吸収コア４
０ａは、例えば、パルプ、高吸収性高分子（ＳＡＰ）、又はこれらの組み合わせによって
構成されていてよい。
【００５１】
　コアラップ４０ｂは、吸収コア４０ａを包んでいてよい。コアラップ４０ｂは、例えば
ティッシュのようなシートによって構成されていてよい。
【００５２】
　本実施形態では、コアラップ４０ｂは、展開した状態でコアラップ４０ｂの両端に位置
する一対の端部が吸収コア４０ａの肌面側で互いに重なるように、折り返されている（図
２の領域Ｏ参照）。コアラップ４０ｂは、少なくとも２重に重なった重複部分Ｏで接合さ
れていてよい。
【００５３】
　吸収性物品１０は、尿により変色するインジケータを含むインジケータ図柄８０と、非
肌面側から視認可能であり、インジケータ図柄８０とは異なる裏面図柄７０と、を含む。
【００５４】
　裏面図柄７０は、複数設けられていてよい。裏面図柄７０は、非肌面側から視認可能で
あれば、吸収性物品１０を構成するどのシートに設けられていてもよい。例えば、裏面図
柄７０は、裏面シート６２に設けられていてよい。裏面図柄７０は、例えば着色されてい
てもよい。なお、裏面図柄７０は、後述するように尿と反応するインジケータによって構
成されていないことに留意されたい。
【００５５】
　インジケータ図柄８０は、少なくとも股下域Ｓ２に設けられている。インジケータ図柄
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８０を構成するインジケータは、尿によって変色することにより、吸収性物品１０の濡れ
を示すことができる。インジケータ図柄８０は、裏面シート６２に設けられていてよい。
好ましくは、インジケータ図柄８０は、裏面シート６２の吸収体４０側に向けられる面に
設けられていてよい。
【００５６】
　インジケータ図柄８０は、高秤量部８１と、低秤量部８２と、を含んでいる。高秤量部
８１は、低秤量部８２よりもインジケータを構成する材料の秤量が高い部分である。高秤
量部８１は、一方向、例えば前後方向Ｌにおけるインジケータ図柄８０の縁に設けられて
いる。好ましくは、高秤量部８１は、第１方向におけるインジケータ図柄８０の縁のみに
設けられる。
【００５７】
　インジケータ図柄８０は、尿に反応して変色する。インジケータ図柄８０を構成するイ
ンジケータ材料の秤量が高い高秤量部８１は、尿の濃度に応じて異なる色に変化する。例
えば、尿の濃度が高い場合、高秤量部８１は、低秤量部８２の色と同様の色に変化する。
また、尿の濃度が低い場合、高秤量部８１は、低秤量部８２の色と異なる色に変化する。
これは、尿の濃度が低い場合には、高秤量部８１の一部が尿と反応しないからである。
【００５８】
　尿の濃度が多い場合、高秤量部８１と低秤量部８２はほぼ同じ色に変化するため、イン
ジケータ図柄８０は、元の色とは異なる実質的に単色の図柄に変化する。また、尿の濃度
が低い場合、高秤量部８１と低秤量部８２とが互いに異なる色に変化するため、インジケ
ータ図柄８０は、互いに異なる色を含む図柄に変化する。言い換えると、インジケータ図
柄８０は、尿の濃度が低い場合、陰影を有するように変化し得る。これにより、尿の濃度
が低い領域のインジケータ図柄８０は、尿の濃度が高い領域のインジケータ図柄８０とは
一見して異なる図柄と認識されやすくなる。ここで、尿の濃度は、通常、尿が最初に付着
した箇所で最も高く、尿の拡散にともない低くなる。すなわち、尿の濃度が高い箇所ほど
尿量が多く、尿の濃度が低い箇所ほど尿量が少なくなり易い。したがって、ユーザ又は補
助者は、多くの尿を含む領域と、多少の尿を含む領域と、尿を含まない領域とを見分けや
すくなる。
【００５９】
　また、尿を含まない状態であっても、インジケータ図柄８０の高秤量部８１と低秤量部
８２とで陰影が付けられているように見えるため、インジケータ図柄８０のデザイン性を
向上させることもできる。
【００６０】
　高秤量部８１がインジケータ図柄８０の縁のみに設けられている場合、インジケータ図
柄８０に陰影が生じ得る箇所が一方向の縁に特定される。したがって、ユーザ及び補助者
は、インジケータ図柄８０のどこの位置に陰影が生じ得るのかを把握しやすいため、ユー
ザ及び補助者は、変色した図柄を見ることによって多少の尿、すなわち濃度の低い尿を含
む領域であるかどうかを判断しやすくなる。また、高秤量部８１がインジケータ図柄８０
の縁に存在するため、高秤量部８１が影のように視認され、立体感のある図形のように認
識させることができる。したがって、インジケータ図柄８０のデザイン性を向上させるこ
ともできる。
【００６１】
　インジケータ図柄８０は、一方向に間隔をあけて複数並んでいてよい。本実施形態では
、インジケータ図柄８０は、前後方向Ｌに沿って並んでいる。互いに隣接するインジケー
タ図柄８０どうしの間の距離Ｌ５は、インジケータ図柄８０同士が並ぶ方向におけるイン
ジケータ図柄８０の長さＬ４よりも短いことが好ましい。インジケータ図柄８０が比較的
短い間隔で一方向に並ぶため、吸収性物品１０のどの領域まで尿が達しているかを判別し
易くなる。インジケータ図柄８０は、股下域Ｓ２から、前胴回り域Ｓ１と後胴回り域Ｓ２
の少なくとも一方に達していることが好ましい。より好ましくは、インジケータ図柄８０
は、股下域Ｓ２から、前胴回り域Ｓ１と後胴回り域Ｓ２の両方に達している。
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【００６２】
　前胴回り域Ｓ１に設けられたインジケータ図柄８０の高秤量部８１は、股下域側の縁と
、股下域とは反対側の縁とのいずれか一方に設けられており、後胴回り域Ｓ３に設けられ
たインジケータ図柄８０の高秤量部８１は、股下域側の縁と、股下域とは反対側の縁との
他方に設けられている。図１に示す例では、前胴回り域Ｓ１に設けられたインジケータ図
柄８０の高秤量部８１が、股下域側の縁に設けられており、後胴回り域Ｓ３に設けられた
インジケータ図柄８０の高秤量部８１が、股下域とは反対側の縁に設けられている。
【００６３】
　仰向けで寝ている場合には、股下域Ｓ２に付着した尿は、股下域Ｓ２から背側へ流やす
い。したがって、排尿量が多い場合でも、尿は腹側には拡散しにくい。すなわち、尿が拡
散しにくい前胴回り域Ｓ１では、尿量を見分けるために利用できる高秤量部８１がより股
下側に設けられているため、ユーザ又は補助者は、より尿量の判断が必要になる股下側で
尿量をより正確に確認することができる。
【００６４】
　一方、うつ伏せで寝ている場合には、股下域Ｓ２に付着した尿は、股下域Ｓ２から腹側
へ流やすい。したがって、排尿量が多い場合でも、尿は背側には拡散しにくい。すなわち
、尿が拡散しにくい後胴回り域Ｓ３では、尿量を見分けるために利用できる高秤量部８１
がより股下側に設けられているため、ユーザ又は補助者は、より尿量の判断が必要になる
股下側で尿量をより正確に確認することができる。
【００６５】
　乳幼児のように仰向けで寝ていることが多いユーザでは、図１に示す例のように、前胴
回り域Ｓ１に設けられたインジケータ図柄８０の高秤量部８１が、股下域側の縁に設けら
れており、後胴回り域Ｓ３に設けられたインジケータ図柄８０の高秤量部８１が、股下域
とは反対側の縁に設けられることがより好ましい。
【００６６】
　複数のインジケータ図柄８０において、インジケータ図柄８０の高秤量部８１は、ぞれ
ぞれのインジケータ図柄８０の同じ側の縁に設けられていることが好ましい。複数のイン
ジケータ図柄８０の陰影が同じ側に生じているように見えるため、複数のインジケータ図
柄８０が統一的な雰囲気を有する図柄となる。したがって、吸収性物品全体としてのデザ
イン性が向上する。
【００６７】
　また、高秤量部８１がインジケータ図柄８０の同じ側に位置するため、図１に示すよう
に高秤量部８１が例えば前後方向Ｌにメモリのように並ぶ。したがって、ユーザ及び補助
者は、吸収性物品１０のどこの位置まで尿のような液体が広がっているかをより容易に把
握しやすくなる。
【００６８】
　高秤量部８１は、インジケータ図柄８０の後側の縁に設けられていることが好ましい。
乳幼児のように仰向けで寝ていることが多いユーザでは、股下域Ｓ２に付着した尿は、股
下域Ｓ２から背側へ流やすい。よって、尿が背側に拡散していることに気が付かないと、
背側から尿が漏れしまうことがある。高秤量部８１がインジケータ図柄８０の後側の縁に
設けられていると、股下域Ｓ２から背側方向への尿量の変化に伴って、インジケータ図柄
８０の変色の境界が生じやすくなる。すなわち、尿が拡散しやすい後胴回り域Ｓ３では、
尿量を見分けるために利用できる高秤量部８１がより背側に設けられているため、ユーザ
又は補助者は、より背側に近い位置で尿量の判断を正確に確認することができる。
【００６９】
　高秤量部８１の一方向における長さ、例えば前後方向Ｌにおける長さは一定であること
が好ましい。これにより、高秤量部８１がより影のように視認され、より立体感のある図
柄のように認識させることができる。したがって、インジケータ図柄８０のデザイン性を
より向上させることができる。
【００７０】
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　好ましくは、インジケータ図柄８０は、第１方向、例えば前後方向Ｌに複数並んでおり
、互いに隣接するインジケータ図柄８０の種別又は向きが互いに異なっている。図１に示
す例では、互いに隣接するインジケータ図柄８０の種類は、花と蜂を模したものである。
この代わりに、互いに隣接するインジケータ図柄８０は同じものであり、その向きのみが
異なっていてもよい。このように、互いに隣接するインジケータ図柄８０の種別又は向き
が異なっていると、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄８０のどの箇所まで尿が達し
ているか判別し易くなる。また、親のような補助者は、どの種別又は向きのインジケータ
図柄８０まで尿が達しているかという情報を乳幼児のようなユーザに伝えることにより、
母子間のコミュニケーションの１つのきっかけにもなり得る。
【００７１】
　インジケータ図柄８０は、インジケータを含む領域８２，８３に囲まれた領域であって
インジケータを含まない領域８４を含んでいてよい。この場合、高秤量部８１は、一方向
、例えば前後方向Ｌにおいてインジケータを含まない領域８４の縁に設けられていること
が好ましい。この場合、一方向、例えば前後方向Ｌにおけるインジケータを含まない領域
８４の縁に高秤量部８１が存在することになるため、高秤量部８１がインジケータ図柄８
０の陰影のように視認され、より立体感のある図柄のように認識させることができる。し
たがって、インジケータ図柄８０のデザイン性をより向上させることができる。
【００７２】
　インジケータ図柄８０と裏面図柄７０は、関連性を有する図柄によって形成されている
ことが好ましい。例えば、図１に示す例では、インジケータ図柄８０は、花と蜂の図柄に
よって構成されており、裏面図柄７０は花と蜂みつの図柄によって構成されている。これ
により、全体として一体感のあるデザインが得られる。
【００７３】
　このように、インジケータ図柄８０と裏面図柄７０が互いに関連性を有する図柄によっ
て形成されていることによって、吸収性物品１０のデザイン性を向上させることができる
。これにより、ユーザ及び／又は使用者に対する購買意欲を向上させることができる。
【００７４】
　インジケータ図柄８０は、吸収性物品１０を構成するシートを接着する接着剤の機能を
有することが好ましい。これにより、インジケータ図柄８０は、尿を検出するインジケー
タとしての機能と、シート同士を貼り合わせる接着剤としての機能を兼ねることができる
。
【００７５】
　好ましくは、インジケータ図柄８０は、裏面シート６２とコアラップ４０ｂとを接合し
ている。この場合、吸収コア４０ａに吸収された尿は、コアラップ４０ｂを介してインジ
ケータ図柄８０に達しやすい。そのため、一端吸収コア４０ａに液体が吸収されると、イ
ンジケータ図柄８０が反応しやすい。
【００７６】
　より好ましくは、インジケータ図柄８０は、コアラップ４０ｂの重複部分Ｏと異なる部
分に接合されている。コアラップ４０ｂが２重に重なった重複部分Ｏは、例えば接着剤で
接合されているため、重複部分Ｏとは異なる部分と比較すると、比較的尿を通しにくい。
インジケータ図柄８０が、重複部分Ｏとは異なる部分、すなわち尿を通しやすい領域に設
けられることにより、吸収コア４０ａに吸収された液体はインジケータ図柄８０に接し易
くなる。したがって、インジケータ図柄８０がより反応しやすくなる。
【００７７】
　前述した外装シート６０に形成された孔６１は、少なくともインジケータ図柄８０と厚
み方向に重なる領域に設けられていることが好ましい。ユーザ及び補助者は、非肌面側か
ら外装シート６０を介して裏面シート６２に設けられたインジケータ図柄８０を視認する
。外装シート６０が、少なくともインジケータ図柄８０と厚み方向に重なる領域において
孔６１を有する場合、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄８０をより視認し易くなる
。
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【００７８】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、
例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではな
い。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本態様によれば、多くの尿を含む領域と、多少の尿を含む領域と、尿を含まない領域と
を見分けやすいインジケータを含む吸収性物品を提供することができる。
【符号の説明】
【００８０】
１０　　吸収性物品
４０　　吸収体
５０　　表面シート
６０　　外装シート
６２　　裏面シート
７０　　裏面図柄
８０　　インジケータ図柄
８１　　高秤量部
８２　　低秤量部
Ｓ１　　前胴回り域
Ｓ２　　股下域
Ｓ３　　後胴回り域
【図１】 【図２】
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